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　　　銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行に伴う運用上の留意事項等に

ついて（通達） 

　「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の公布について（通達）」（令和６年６

月１８日付け熊生環第３３５号）により通達したとおり、令和６年６月１４日に公布され

た銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律（令和６年法律第４８号。以下「改正法」

という。）については、令和７年３月１日から施行される。 

　また、改正法の施行に伴い、銃砲刀剣類所持等取締法施行規則の一部を改正する内閣府

令（令和７年内閣府令第２号。以下「改正府令」という。）、指定射撃場の指定に関する内

閣府令の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第３号）、猟銃用火薬類等の譲渡、

譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（令和７年内閣府令第

４号）及び猟銃の口径の長さの特例に関する規則の一部を改正する規則（令和７年国家公

安委員会規則第１号）が令和７年１月２４日公布され、令和７年３月１日から施行される

こととなった。 

　今回新たに施行される改正規定の趣旨、内容及び留意事項は別添警察庁通達「銃砲刀剣

類所持等取締法の一部を改正する法律の施行に伴う運用上の留意事項等について（通達）」

（令和７年１月２４日付け警察庁丙保発第１号）のとおりであるので、改正規定が円滑に

施行されるよう、事務処理上誤りのないようにされたい。 

 

※　警察庁通達「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行に伴う運用

　上の留意事項等について（通達）」については警察庁ホームページをご覧ください。


